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【解説】  本条例を制定しようとした背景や経緯、必要性等を示し、焼津市議会の決意
を表明したものです。         
【解説】  本条例を制定する目的を定めるものです。  地方公共団体は、市長及び市議会がそれぞれ直接選挙によって選ばれ、市民
の負託に対して責任を負う二元代表制が採用されています。  市議会が、日本国憲法及び地方自治法の趣旨に基づき、その役割及び責務を
果たすことにより、「市民の生活及び福祉の向上」と「市政の発展」に寄与する

ことを目的としています。    
【前文】 

秀麗な富士と駿河湾をのぞみ豊かな志太平野の自然にめぐまれた「海と生

きるまち焼津」。 

焼津市議会は、これまで市民福祉の向上と市政発展のため、行政との両輪

による市政運営を行ってきたが、地方分権による地方自治体の権能の拡大に

伴い、二元代表制のもと、地方自治の一翼を担う存在として、市長と対等な

関係を維持しつつ、互いに抑制と均衡を保ち、市民の福祉の向上と市政の発

展のため果たすべき役割や責務は、重要性を増している。 

焼津市議会は、公平公正で開かれた議会づくりを推進するとともに、市民

の考えを的確に把握し、より適切な政策決定を行い、また決定された政策の

執行を監視し、さらには議会自ら、政策提言や政策立案を積極的に行い、市

民に信頼された議会を目指すものである。 

海とともに生き、先人が築いた歴史と伝統を、将来の世代に受け継ぎ、また

創意工夫を重ね、新しい地方自治の時代における市議会としての基本理念・

基本方針を定め、市民・市の執行機関及び議会の関係を明らかにするととも

に、議員が活動するにあたっての行動規範として本条例を制定する。 

【目的】 

第１条 この条例は、地方自治及び二元代表制の趣旨に基づき、議会の運営

及び議員に係る基本的事項を定めることにより、議会が市民の負託にこた

え、もって市民の生活及び福祉の向上並びに市政の発展に寄与することを

目的とする。 

 



2 

 

           
【解説】 
焼津市議会の責務を果たしていくために、その活動上の原則を掲げたもので

す。 
地方分権時代を迎え、市議会の責務は以前にも増して重要です。市議会の使

命は市の方針を意思決定することと、執行機関の適正な行政運営について監視・

評価することです。複数の議員から構成される議会においては、幅広く市民の

声を把握することができます。議会の意思決定にあたっては、市民の意思に沿

った、最も適切な選択を行います。              
【解説】 
焼津市議会議員の責務を果たしていくために、その活動上の原則を掲げたも

のです。 
市議会は議論を尽くし、意思決定をする場であることを認識し、議員は自由

で活発な議論により合意形成を行い、幅広い地域社会の課題の把握に努め、議

会を構成する議員として、常に、自己の資質向上に努めます。  【議員の活動原則】 

第３条 議員は、市民の代表者として、次に掲げる原則に基づき活動を行わ

なければならない。 

(1) 議会が言論の場であること及び合議制機関であることを認識し、議員

間の自由な討議を重んじること。 

(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自

己の能力を高める不断の研さんによって、市民の代表としてふさわしい

活動をすること。 

(3) 議会の構成員として、一部の団体及び地域の代表にとどまらず、市民

全体の福祉の向上を目指して活動すること。 

 

【議会の活動原則】 

第２条 議会は、合議制の機関として、常に公正性、公平性及び透明性を確

保し、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。 

(1) 市長その他の執行機関に対し、適切な行政運営が行われているかを監

視し、評価すること。 

(2) 市民に開かれた議会運営に努め、市民の多様な意見を的確に把握し、

市政に反映させること。 

(3) 市民にとって、分かりやすい言葉を用いた説明に努めること。 

(4) 政策提言を積極的に行い、よりよい市政の発展に努めること。 

(5) 不断の議会改革に取り組むこと。 
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【解説】  市議会における会派の位置づけと機能について規定したものです。  会派とは、同じような考え方や意見を持つ市議会議員のグループです。  「会派」同士の議論により、合意形成を行い、議会がスムーズに運営できる 
性質があります。               
【解説】  市民との関係について、市議会の責務を規定したものです。  市議会がもつ情報の積極的な発信、会議の原則公開など、市議会の説明責任
を明確にするとともに、市民の多様な意見の的確な把握に努め、開かれた市議

会の実現を目指します。         
【市民と議会の関係】 

第５条 議会は、市民に対し積極的にその有する情報を発信し、説明責任を

十分に果たさなければならない。 

２ 議会は、本会議、委員会（常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会

をいう。）を原則公開とする。 

３ 議会は、請願及び陳情の審査に当たっては、その趣旨を理解するために、

当該請願者又は陳情者の意見を聴く機会を設けることができる。 

４ 議会は、学識経験者等による専門的調査並びに公聴会及び参考人制度を

活用して議会の政策形成に反映させるよう努める。 

５ 議会は、市政全般にわたって議員及び市民が自由に情報及び意見を交換

する機会を設けることができる。 

 

【会派の結成】 

第４条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することが

できる。 

２ 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、政策の

立案、決定、提言等に関し、合意形成に努めるものとする。 
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【解説】  市長等との関係について、市議会の責務を規定したものです。  市議会の審議においては、市長等と健全な緊張関係を保つことが必要です。
また、一般質問は、議員が自分の意見を市長等に質問しその解決策について議

論する重要な場であり、一問一答制、反問権の導入により、論点を明確にし、議

論を行います。                      【議会審議における論点情報の形成】 

第７条 議会は、市長が提案する重要な政策について、議会審議における論

点を明確化し、その政策水準を高めることに資するため、市長に対し、次

に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。 

(1) 政策等の背景、目的及び効果 

(2) 他の自治体の類似する政策との比較検討 

(3) 市民参加の実施の有無とその内容 

(4) 総合計画との整合性 

(5) 財源措置 

(6) 将来にわたるコスト計算 

(7) 前各号に掲げるもののほか議会が必要と認める事項 

２ 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前項の規定に準じて、分か

りやすい施策別又は事業別の説明を市長に求めることができる。 

３ 議会は、当初予算について、予算編成の方針及び内容等について市長等

から説明を受けるため、当初予算説明会を開催するものとする。 

 

【市長等との関係】 

第６条 議会審議における議員と市長その他の執行機関及びその職員（以下

「市長等」という。）と常に緊張のある関係を保持し、事務の執行の監視及

び評価を行うものとする。 

２ 議会審議における議会と市長等との関係は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 本会議における議員と市長等との質疑応答は、論点及び争点を明確に

して行うものとする。 

(2) 市長等は、本会議における議員の質問に対し、議長の許可を得て、質

問趣旨の確認等のために反問することができる。 

(3) 本会議における一般質問は、広く行政上の論点及び争点を明確にする

ため、一問一答の方式で行うことができる。 
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【解説】 
市長が提案する重要な政策について、市長の説明責任のルールなどを規定し

たものです。  市議会において審議する場合、審議の材料となる情報が必要です。重要な政
策を審議する場合、市長が説明する項目（情報）を定めることにより、論点の明

確化を図り、政策水準を高める議論が行われます。       
【解説】  議会としての政策の立案や提言について規定したものです。 
市議会として、市政の発展のための意思表示として、政策の立案や提言を行

います。              
【解説】  委員会の活動のあり方について規定したものです。  市議会での審議、議会運営を効率的に行うために、常任委員会、議会運営委
員会などの委員会が設置されています。それらの委員会においては、市民に分

かりやすい議論を行います。また、議員間においては、自由な議論を行い、審議

や議論を尽くします。     【委員会の活動】 

第９条 委員会は、所管にかかわる市政の課題について、市長提案の議案等

の審査、所管事項の調査並びに政策立案及び提言を積極的に行うものとす

る。 

２ 委員会の審査に当たっては、資料等を積極的に公開し、市民に対し分か

りやすい議論を行うよう努めなければならない。 

３ 委員会は、その意思決定に当たり、市民の意見聴取に努めるとともに、

委員間の十分な討議を行うものとする。 

４ 委員長は、十分な討議を保障するため、公平公正な委員会運営を行うも

のとする。 

 

【政策立案及び政策提言】 

第８条 議会は、条例の制定、議案の修正、決議等を通じて、政策の立案及

び提言を行うものとする。 
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【解説】  議員相互の自由な討議について規定したものです。  市議会は言論の場であることの原則から、議員はあらゆる会議において、議
員間の自由討議を中心として運営を行います。議員間で多様な議論を重ねるこ

とにより、市議会としての合意形成を目指します。         
【解説】  議員としての、資質の向上を図る方策について規定したものです。  活発な市議会活動のためには、議員一人一人の高度な政策形成及び立案能力
が必要です。そのために、議員研修の充実強化をする必要があります。        
【解説】  議会図書室の整備について規定したものです。  議会図書室の充実を図り、広く活用できるよう定めてあります。        【議会図書室】 

第12条 議会は、議員の調査及び研究並びに政策形成及び立案の能力の向上

を図るため、議会図書室の充実に努めるものとする。 

２ 議会図書室は、議員のみならず、だれもがこれを利用できるものとする。 

 

【議員間討議】 

第10条 議員は、あらゆる会議において自らの意見及び考えを丁寧に述べる

とともに、他の意見に対しても真摯に耳を傾け、議員間での討議を尽くさ

なければならない。 

 

【議会事務局の体制整備】 

第13条 議会は、議員の政策の形成及び立案能力の向上を図り、議会活動を

円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化並

びに組織体制の整備を図るものとする。 

 

【議員研修】 

第11条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を目的に議員研修の充

実強化を図るものとする。 

２ 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、市民及び

他の自治体の議会との議員研修等を積極的に開催するものとする。 
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【解説】  議会事務局の体制の整備・強化の必要性について定めるものです。  議会事務局は、市議会に関する事務を執行するとともに、地方分権時代に即
した、議員の政策立案などを補佐する役割があります。          
【解説】  市議会の広報活動について規定するものです。  市民参加において最も重要なことは、情報の共有であり、議会は積極的に情
報の提供に努めます。         
【解説】  政務活動費の執行について規定するものです。  政務活動費の交付及び執行については、市の条例を遵守し、有効的に活用し
ます。           
【議会広報の充実】 

第14条 議会は、議案に対する議員の賛否の態度を議会広報で公表する等、

情報の提供に努めるものとする。 

２ 議会は、情報技術の発展を踏まえた多様な広報手段を活用することによ

り、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めるもの

とする。 

 

【政務活動費】 

第15条 焼津市議会政務活動費の交付に関する条例（平成13年焼津市条例第

６号）の規定により政務活動費の交付を受けた会派は、政務活動費の適正

な運用を期すとともに、使途の透明性を確保するものとする。 

 

【議員の政治倫理】 

第16条 議員は、市民の負託にこたえるため、高い倫理観を持ち、市民の代

表として良心と責任感を持って、議員の品格を保持し、識見を養うよう努

めなければならない。 

２ 政治倫理に関することは、別に定める。 
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【解説】  市議会議員としての、守るべき倫理について規定するものです。  議員は市議会への不信を招くことなく、市民の負託に応えるため、高い倫理
観を持たなければなりません。具体的な政治倫理に関する内容は別に条例で定

めます。           
【解説】  議会に関する条例における、当条例の位置づけを規定するものです。  本条例を焼津市議会における基本的な事項を定めた最高規範とし、市議会に
関する他の条例は、本条例との整合を図る必要があります。           
【解説】  当条例の見直しについて規定したものです。  市議会をとりまく環境は常に変化しています。市議会は社会情勢の変化を察
知し、本条例が、適切な内容でありつづけるよう措置する必要があります。 
また、本条例は最高規範であり、その改廃にあたっては、慎重な議論が必要

です。 【見直し手続】 

第18条 この条例の施行後、議会は、常に市民の意見、社会情勢の変化等を

勘案して、議会運営に係る不断の評価と改善を行い、必要があると認める

ときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の

措置を講ずるものとする。 

２ 議会は、この条例を改正するに当たっては、議員全員が賛同する場合で

あっても、本会議において改正の理由を説明しなければならない。 

 

【最高規範性】 

第17条 この条例は、議会における最高規範であり、議会はこの条例の趣旨

に反する議会の条例、規則等を制定し又は改廃してはならない。 

２ 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づい

て制定される条例、規則等を順守し、議会を運営しなければならない。 

３ 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期

開始後速やかに、この条例の研修を行うものとする。 

 


